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新年度予算案可決しました！新年度予算案可決しました！
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平成31年３月定例会（3月5日～ 18日）の議案審議結果
議案番号 件　　　　　　　　　名 賛成・反対 議決結果

第 １ 号 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例 全員賛成 可　決

第 ２ 号 野木町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例 全員賛成 可　決

第 ３ 号 職員の自己啓発等休業に関する条例の一部を改正する条例 全員賛成 可　決

第 ４ 号 野木町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を
改正する条例 全員賛成 可　決

第 ５ 号 野木町介護保険給付費準備基金条例の一部を改正する条例 全員賛成 可　決

第 ６ 号 野木町学童保育室条例の一部を改正する条例 全員賛成 可　決

第 ７ 号 野木町在宅ねたきり老人及び認知症である老人介護手当支給条例の一部を改正
する条例 賛成多数 可　決

第 ８ 号 野木町特定疾患患者介護手当支給条例の一部を改正する条例 賛成多数 可　決

第 ９ 号 野木町介護保険条例の一部を改正する条例 全員賛成 可　決

第 1 0 号 野木町水道事業布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等に関する条例の一
部を改正する条例 全員賛成 可　決

第 1 1 号 平成３０年度野木町一般会計補正予算（第７号） 全員賛成 可　決

第 1 2 号 平成３０年度野木町国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 全員賛成 可　決

第 1 3 号 平成３０年度野木町介護保険特別会計補正予算（第３号） 全員賛成 可　決

第 1 4 号 平成３０年度野木町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号） 全員賛成 可　決

第 1 5 号 平成３０年度野木町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号） 全員賛成 可　決

第 1 6 号 平成３０年度野木町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号） 全員賛成 可　決

第 1 7 号 平成３０年度野木町町営墓地事業特別会計補正予算（第２号） 全員賛成 可　決

第 1 8 号 平成３０年度野木町水道事業会計補正予算（第２号） 賛成多数 可　決

平成31年　第2回　野木町議会定例会
　3月定例会を、3月5日から18日までの14日間の会期で開催しました。
　町長から提出された「平成 31 年度当初予算案件」8件、「平成 30 年度
補正予算案件」8件、「条例改正案件」10 件など、合計 29 議案を審議し
ました。
　また、議員提案による議案 4件（条例改正、規則の制定及び改正）や、
陳情 1件も審議しました。
　各議案の審議結果は以下のとおりです。
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議案番号 件　　　　　　　　　名 賛成・反対 議決結果

第 1 9 号 平成３１年度野木町一般会計予算 賛成多数 可　決

第 2 0 号 平成３１年度野木町国民健康保険特別会計予算 全員賛成 可　決

第 2 1 号 平成３１年度野木町介護保険特別会計予算 全員賛成 可　決

第 2 2 号 平成３１年度野木町後期高齢者医療特別会計予算 全員賛成 可　決

第 2 3 号 平成３１年度野木町農業集落排水事業特別会計予算 全員賛成 可　決

第 2 4 号 平成３１年度野木町公共下水道事業特別会計予算 全員賛成 可　決

第 2 5 号 平成３１年度野木町町営墓地事業特別会計予算 全員賛成 可　決

第 2 6 号 平成３１年度野木町水道事業会計予算 全員賛成 可　決

第 2 7 号 町有財産の取得 全員賛成 可　決

第 2 8 号 町道路線の一部廃止 全員賛成 可　決

第 2 9 号 町道路線の認定 全員賛成 認　定

第 3 0 号 野木町議会議員政治倫理条例の全部改正 賛成多数 可　決

第 3 1 号 野木町議会議員政治倫理条例施行規則の制定 賛成多数 可　決

第 3 2 号 野木町議会会議規則の一部を改正する規則 全員賛成 可　決

第 3 3 号 野木町議会傍聴規則の一部を改正する規則 全員賛成 可　決

陳　　情 件　　　　　　　　　名 賛成・反対 議決結果
陳 情
第 4 号 国に対し「消費税増税中止を求める意見書」の提出を求める陳情書 賛成少数 不採択
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前年度比5億6千万円増。町税等自主財源率は 53.8％（対前年3.1％減）

一般会計予算額は、83億2千万円

歳　入

歳　出

区　　　　別 平成 31 年度 構成割合 平成 30 年度
（当初予算額） 増 減 額

①町税 36 億 5,516 万円 43.9% 36 億 5,025 万円 491 万円
②地方交付税、地方譲与税等 11 億 8,000 万円 14.2% 11 億 3,350 万円 4,650 万円
③国・県支出金 14 億 5,693 万円 17.5% 13 億　316 万円 1 億 5,377 万円
④町債 12 億　830 万円 14.5%  7 億　660 万円 5 億　170 万円
⑤繰入金 5 億 2,000 万円 6.3% 6 億 8,050 万円 △ 1 億 6,050 万円
⑥その他（繰越金等） 2 億 9,961 万円 3.6% 2 億 8,599 万円 1,362 万円

合       計 83 億 2,000 万円 100.0% 77 億 6,000 万円 5 億 6,000 万円

民生費 27億6,957万円 総務費 11億1,456万円
土木費 14億1,190万円 教育費  9億4,031万円
衛生費  7億4,991万円 農林水産業費  2億1,774万円
消防費  2億8,741万円 公債費・その他  8億2,860万円

水道事業会計
収入 支出

収益的 4億  416万円 3億 6,420万円
資本的 2億2,954万円  4億4,203万円  

区　　　　分 本年度予算額 前年度予算額 比較増減額 増減率
一般会計 83 億 2,000 万円 77 億 6,000 万円 5 億 6,000 万円 7.2
国民健康保険特別会計 27 億 5,499 万円 28 億 5,509 万円 △ 1 億   10 万円 △ 3.5
介護保険特別会計 19 億 7,896 万円 18 億 9,730 万円 8,166 万円 4.3
後期高齢者医療特別会計 3 億　700 万円 2 億 9,298 万円 1,402 万円 4.8
農業集落排水事業特別会計 6,645 万円 6,095 万円 550 万円 9.0
公共下水道事業特別会計 7 億 8,308 万円 7 億 7,526 万円 782 万円 1.0
町営墓地事業特別会計 5,273 万円 4,340 万円 933 万円 21.5

合       計 142 億 6,321 万円 136 億 8,498 万円 5 億 7,823 万円 4.2

（注）自主財源とは、①、⑤および⑥の一部の合計です。

・収益的収支とは水道事業の経営活動により発生する収支。（水道料金、人件費等）
・資本的収支とは施設の建設改良に関する投資的な収支で、将来に結びついていくもの。( 公営企業債等）

会 計 別 予 算 総 括 表
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討

論

○
平
成
31
年
度
一
般
会
計
予
算

（
反
対
）

宮
﨑
美
知
子　

議
員　

新
年
度
は
町
国
民
健
康
保
険
税
が
上
が

る
。
年
金
が
実
質
削
減
さ
れ
る
マ
ク
ロ
経

済
ス
ラ
イ
ド
も
発
動
さ
れ
る
。

そ
の
様
な
時
、「
特
定
疾
患
患
者
介
護
手

当
」、「
在
宅
寝
た
き
り
等
老
人
介
護
手
当
」

等
、
町
民
の
福
祉
、
暮
ら
し
に
直
結
す
る

多
く
の
事
業
予
算
を
縮
減
し
て
い
い
の
か
。

学
童
保
育
は
、
入
所
児
童
増
の
た
め
指

導
員
人
件
費
が
増
額
さ
れ
た
が
、
食
料
費

は
３
１
１
万
円
か
ら
２
７
６
万
円
と
35
万

円
の
縮
減
。
歳
出
の
徹
底
し
た
見
直
し
は

子
ど
も
に
も
直
撃
か
。

児
童
館
管
理
運
営
事
業
、
こ
こ
で
こ
そ
、

委
託
料
を
縮
減
し
な
が
ら
現
場
で
働
く
指

導
員
の
待
遇
改
善
を
図
れ
る
よ
う
、
委
託

の
在
り
方
の
徹
底
見
直
し
が
必
要
で
は
な

い
か
。

（
賛
成
）

小
泉　

良
一　

議
員　

賛
成
の
立
場
で
意
見
を
申
し
上
げ
る
。

平
成
31
年
度
一
般
会
計
予
算
に
つ
い
て
、

従
来
の
予
算
の
ス
リ
ム
化
を
図
り
、
歳
入

増
の
工
夫
も
誠
意
努
力
す
る
姿
が
予
算
決

算
常
任
委
員
会
の
審
議
で
理
解
で
き
た
。

委
託
料
等
の
削
減
、
廃
止
な
ど
も
行

な
っ
て
お
り
、
新
規
事
業
に
つ
い
て
も
、

不
要
不
急
の
歳
出
予
算
を
計
上
し
な
い
な

ど
、
歳
出
の
抑
制
に
も
配
慮
し
て
い
る
。

国
・
県
の
補
助
金
も
最
大
限
に
活
用
さ

れ
て
お
り
、
適
切
か
つ
正
確
な
予
算
計
上

が
認
め
ら
れ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
平
成
31
年
度
一
般
会

計
予
算
に
賛
成
す
る
。

（
賛
成
）

坂
口　

進
治　

議
員　

義
務
的
経
費
等
の
増
大
や
野
木
第
二
工

業
団
地
等
に
係
る
、
数
年
間
程
度
の
財
政

負
担
増
を
見
据
え
た
平
成
31
年
度
一
般
会

計
予
算
は
、
全
事
業
の
見
直
し
の
結
果
、

約
3
0
0
事
業
を
対
象
に
減
額
し
、
総
額

で
は
約
2
億
2
0
0
0
万
円
を
減
額
と
し

た
町
の
努
力
を
評
価
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

た
だ
、
工
事
請
負
費
に
つ
い
て
精
査
す

べ
き
点
が
あ
り
、
各
小
学
校
屋
内
運
動
場

ト
イ
レ
改
修
工
事
で
は
、
見
積
り
の
対
象

部
分
が
分
か
ら
ず
適
正
な
判
断
が
つ
き
に

く
い
。
民
間
と
比
べ
約
2
倍
以
上
の
金
額

に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
今
後
執

行
の
中
で
十
分
精
査
す
べ
き
事
で
す
。

以
上
改
善
す
べ
き
点
は
あ
り
ま
す
が
、

予
算
と
事
業
の
説
明
を
受
け
反
対
す
べ
き

点
は
な
い
と
思
い
賛
成
し
ま
す
。

本
会
議
に
お
い
て
審
議
し
た
議
案

条

例

の

改

正

公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣

等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

公
益
財
団
法
人
野
木
町
施
設
振
興
事
業

団
の
解
散
に
伴
い
、
本
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
。

野
木
町
職
員
の
勤
務
時
間
、
休

日
及
び
休
暇
に
関
す
る
条
例
の

一
部
改
正

労
働
基
準
法
の
改
正
に
伴
い
、
人
事
院

規
則
の
一
部
が
改
正
さ
れ
た
た
め
、
そ
の

改
正
に
準
じ
、
本
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
。職

員
の
自
己
啓
発
等
休
業
に
関

す
る
条
例
の
一
部
改
正 

学
校
教
育
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
引

用
法
令
の
条
項
に
ず
れ
が
生
じ
た
た
め
、

本
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
。

野
木
町
特
別
職
の
職
員
で
非
常
勤

の
も
の
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に

関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

野
木
町
文
化
会
館
運
営
審
議
会
の
設
置

に
伴
い
、
非
常
勤
特
別
職
を
追
加
す
る
た

め
、
本
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
。

野
木
町
介
護
保
険
給
付
費
準
備

基
金
条
例
の
改
正

介
護
保
険
法
の
改
正
に
伴
い
、
介
護
保

険
給
付
費
準
備
基
金
の
処
分
の
見
直
し
を

す
る
た
め
、本
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
。

野
木
町
学
童
保
育
室
条
例
の
一

部
改
正

南
赤
塚
小
学
校
に
お
い
て
、
学
童
保
育

室
を
必
要
と
す
る
家
庭
の
増
加
に
伴
い
、

新
た
に
学
童
保
育
室
を
増
設
す
る
た
め
、

本
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
。
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野
木
町
在
宅
ね
た
き
り
老
人
及

び
認
知
症
で
あ
る
老
人
介
護
手

当
て
支
給
条
例
の
一
部
改
正

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
に
よ
り
、

自
宅
で
生
活
す
る
要
介
護
者
へ
の
介
護
者

の
負
担
が
軽
減
さ
れ
て
お
り
、
手
当
て
の

支
給
額
を
見
直
す
た
め
、
本
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
。

野
木
町
特
定
疾
患
患
者
介
護
手

当
支
給
条
例
の
一
部
改
正

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る

法
律
に
よ
り
、
新
た
な
医
療
助
成
制
度
に

移
行
さ
れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
条
例
の
名

称
を
変
更
し
、
手
当
て
の
支
給
額
を
見
直

す
た
め
、
本
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
。

野
木
町
介
護
保
険
条
例
条
例
の

一
部
改
正

介
護
保
険
法
の
改
正
に
伴
い
、
低
所
得

者
の
保
険
料
が
軽
減
さ
れ
る
た
め
、
本
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
。

野
木
町
水
道
事
業
布
設
工
事
監

督
者
及
び
水
道
技
術
管
理
者
の

資
格
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部

改
正

学
校
教
育
法
の
改
正
に
伴
う
水
道
法
施

行
令
、
水
道
法
施
行
規
則
及
び
技
術
士
法

施
行
規
則
の
改
正
の
改
正
の
た
め
、
本
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
。

補

正

予

算

一
般
会
計
（
第
７
号
）

予
算
か
ら
３
７
６
９
万
９
千
円
を
減
額

し
、
総
額
を
78
億
６
２
０
３
万
６
千
円
と

す
る
。

こ
れ
は
、
水
田
フ
ル
活
用
促
進
整
備
事

業
補
助
金
の
減（
７
０
９
万
円
）、
基
盤
整

備
促
進
事
業
繰
出
金
の
減（
１
１
５
４
万

円
）、
新
４
号
国
道
ア
ク
セ
ス
道
路
整
備

補
助
金
の
減（
５
２
３
万
円
）、
物
件
補
償

費
等
補
償
金
の
減（
２
３
３
万
円
）、
公
共

下
水
道
事
業
特
別
会
計
繰
出
事
業
繰
出
金

の
減（
１
０
７
４
万
円
）な
ど
、
事
業
費
確

定
に
よ
る
減
が
主
な
理
由
で
あ
る
。

国
民
健
康
保
険
特
別
会
計 

（
第
３
号
）

予
算
に
２
億
１
５
７
９
万
６
千
円
を
追

加
し
、
総
額
を
30
億
７
３
３
７
万
９
千
円

と
す
る
。

こ
れ
は
、
財
政
調
整
基
金
積
立
金
の
増

（
２
億
31
万
円
）が
主
な
理
由
で
あ
る
。

介
護
保
険
特
別
会
計 

（
第
３
号
）

予
算
に
７
７
３
６
万
１
千
円
を
追
加
し
、

総
額
を
20
億
３
７
１
０
万
６
千
円
と
す
る
。

こ
れ
は
、
介
護
給
付
費
準
備
基
金
積
立
金

の
増（
５
６
１
３
万
円
）が
主
な
理
由
で
あ

る
。後

期
高
齢
者
医
療
特
別
会
計 

（
第
３
号
）

予
算
に
２
８
４
万
８
千
円
を
追
加
し
、

総
額
を
２
億
９
４
９
９
万
８
千
円
と
す
る
。

こ
れ
は
、
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
納

付
金
の
増（
２
８
３
万
円
）が
主
な
理
由
で

あ
る
。

農
業
集
落
排
水
事
業
特
別
会
計

（
第
２
号
）

予
算
か
ら
５
万
円
を
減
額
し
、
総
額
を

６
０
６
４
万
円
と
す
る
。

こ
れ
は
、
職
員
の
時
間
外
手
当
の
減

（
５
万
円
）が
理
由
で
あ
る
。

議会を傍聴しませんか？

次回の定例会は 6月 6 日から
開催予定です。
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公
共
下
水
道
事
業
特
別
会
計 

（
第
2
号
）

予
算
か
ら
１
４
６
６
万
５
千
円
を
減
額

し
、
総
額
を
７
億
６
３
０
０
万
７
千
円
と

す
る
。

こ
れ
は
、
流
域
下
水
道
費
負
担
金
の
減

（
１
４
３
１
万
円
）が
主
な
理
由
で
あ
る
。

野
木
町
営
墓
地
事
業
特
別
会
計

（
第
１
号
）

予
算
に
３
４
４
万
４
千
円
を
追
加
し
、

総
額
を
４
６
８
４
万
１
千
円
と
す
る
。

こ
れ
は
、
町
営
墓
地
使
用
料
の
増　

（
３
８
７
万
円
）、予
備
費
の
増（
５
８
０
万

円
）が
主
な
理
由
で
あ
る
。

水
道
事
業
会
計
（
第
２
号
）

収
益
的
支
出
は
、
営
業
費
用
の
増
に
よ

り
、
１
１
４
３
万
３
千
円
を
増
額
し
、
資

本
的
支
出
は
、
建
設
改
良
費
の
減
に
よ
り
、

８
８
７
８
万
７
千
円
を
減
額
す
る
。

総
務
経
済
常
任
委
員
会
に
付
託

さ
れ
た
議
事
案
件

町
有
財
産
の
取
得

〔
取
得
す
る
土
地
〕

県
営
佐
川
南
地
区
土
地
改
良
事
業
地

内
の
創
設
換
地
部
分

〔
取
得
財
産
〕

土
地　

７
０
４
３
．
５
０
㎡

〔
取
得
価
格
〕

２
９
４
万
７
千
７
６
７
円

委
員
会
審
議
の
結
果
で「
可
決
す
べ
き
」

と
な
り
、
本
会
議
で
全
員
賛
成
に
よ
り
可

決
と
な
り
ま
し
た
。

町
道
路
線
の
一
部
廃
止

野
木
第
二
工
業
団
地
造
成
に
伴
い
、
町

道
路
線
の
一
部
を
廃
止
す
る
。

〔
路
線
名
〕

野
木
南
赤
塚
１
号
線

〔
廃
止
延
長
〕

６
１
１
．
０
ｍ

委
員
会
審
議
の
結
果
で「
可
決
す
べ
き
」

と
な
り
、
本
会
議
で
全
員
賛
成
に
よ
り
可

決
と
な
り
ま
し
た
。

町
道
路
線
の
認
定

・
野
木
第
二
工
業
団
地
造
成
に
伴
い
、
町

道
路
線
の
一
部
廃
止
し
た
路
線
に
つ
い

て
、
一
部
を
改
め
て
認
定
す
る
。

〔
路
線
名
〕

野
木
１
０
０
号
線

〔
延
長
〕

１
６
７
・
９
ｍ

・
宅
地
造
成
に
伴
う
、
新
設
道
路
を
認
定

す
る
。

〔
路
線
名
〕

区
画
街
路
１
３
３
号
線

〔
延
長
〕

34
・
９
ｍ

委
員
会
審
議
の
結
果
で「
可
決
す
べ
き
」

と
な
り
、
本
会
議
で
全
員
賛
成
に
よ
り
可

決
と
な
り
ま
し
た
。

陳

情

国
に
対
し
「
消
費
税
増
税
中
止

を
求
め
る
意
見
書
」
の
提
出
を

求
め
る
陳
情
書

２
０
１
９
年
10
月
の
消
費
税
率
10
％
へ

の
引
き
上
げ
に
つ
い
て
、
消
費
税
は
所
得

の
少
な
い
人
ほ
ど
負
担
が
重
く
、
貧
困
と

格
差
を
拡
大
す
る
根
本
的
な
欠
陥
を
持
つ

税
制
で
あ
る
と
し
、
国
に
対
し
て
要
望
す

る
意
見
書
提
出
を
求
め
る
陳
情
書
が
提
出

さ
れ
ま
し
た
。

野
木
町
議
会
で
は
こ
れ
を
総
務
経
済
常

任
委
員
会
へ
付
託
し
、
委
員
会
審
議
し
た

と
こ
ろ
、「
軽
減
税
率
が
煩
雑
な
の
が
懸
念

材
料
で
は
あ
る
が
、
増
税
は
必
要
と
考
え

る
」や
、「
消
費
税
増
税
は
国
の
施
策
で
あ

り
、
現
実
的
に
も
重
要
な
財
源
だ
と
考
え

る
」な
ど
の
議
論
を
経
て
、「
不
採
択
と
す

べ
き
」と
決
し
ま
し
た
。

ま
た
、
本
会
議
に
お
い
て
も
委
員
会
審

議
結
果
報
告
を
受
け
、
採
決
を
行
い
ま
し

た
が
同
様
に
、「
不
採
択
」と
な
り
ま
し
た
。

付託された議事案件の現地調査
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討

論

（
賛
成
）

宮
﨑
美
知
子　

議
員　

「
新
日
本
婦
人
の
会
」提
出
の
、
消
費
税

増
税
反
対
の
陳
情
に
賛
成
。

理
由
は
、
増
税
で
価
格
全
体
が
上
が
り
、

支
出
を
抑
え
る
た
め
生
活
が
厳
し
く
な
る
。

消
費
税
は
消
費
者
だ
け
が
負
担
す
る
税

で
は
な
く
、
力
や
立
場
の
弱
い
方
が
負
担

す
る
税
金
で
あ
る
。
小
規
模
零
細
事
業
者

の
廃
業
が
相
次
ぐ
。

複
数
税
率
で
イ
ン
ボ
イ
ス
が
導
入
さ

れ
る
が
、
財
務
省
試
算
の
年
間
売
上
高

５
５
０
万
円
、
粗
利
益
１
５
０
万
円
の
新

た
な
課
税
業
者
約
１
６
１
万
件
に
、
廃
業

の
危
機
。

消
費
税
は
税
率
０
％
の
輸
出
奨
励
税
制

で
も
あ
り
、
弱
肉
強
食
の
税
制
だ
。
税
率

ア
ッ
プ
で
ト
ヨ
タ
等
、
輸
出
大
企
業
に
還

付
さ
れ
る
消
費
税
は
さ
ら
に
莫
大
に
な
る
。

議
員
提
案
に
よ
る
議
案

条

例

の

改

正

野
木
町
議
会
議
員
政
治
倫
理
条

例
の
全
部
改
正

町
民
に
信
頼
さ
れ
る
公
正
で
真
に
開
か

れ
た
議
会
の
実
現
に
向
け
て
、
議
員
が
遵

守
す
べ
き
政
治
倫
理
基
準
の
明
確
化
、
ま

た
、
議
員
の
政
治
倫
理
確
立
の
た
め
の
政

治
倫
理
審
査
会
の
設
置
等
に
つ
い
て
、
本

条
例
を
見
直
し
、
全
部
を
改
正
す
る
。

討

論

（
反
対
）

坂
口　

進
治　

議
員　

①
第
１
条（
目
的
）に
、「
自
己
の
利
益
を
図

る
こ
と
な
く
」が
欠
落
。

②
第
３
条（
政
治
倫
理
基
準
）に
、
セ
ク
ハ

ラ
に
つ
い
て
、
被
害
者
の
注
釈
が
明
記
な

し
。

③
第
４
条（
審
査
の
請
求
）に
、「
町
民
は
百

人
以
上
の
連
署
、
議
員
は
２
人
以
上
の
連

署
」と
あ
る
が
、
意
見
の
違
い
で
議
員
の

情
報
開
示
請
求
権
を
阻
害
す
る
恐
れ
が
あ

る
。

④
第
５
条（
政
治
倫
理
審
査
会
設
置
）は
、

議
員
の
み
５
人
で
構
成
と
す
る
が
、町
民
・

有
識
者
を
加
え
公
平
で
偏
ら
な
い
審
査
会

を
。

⑤
第
10
条（
工
事
等
及
び
物
品
納
入
に
関

す
る
遵
守
事
項
）は
、
議
員
の
配
偶
者
及

び
２
親
等
と
し
、
町
民
に
疑
念
を
持
た
れ

な
い
よ
う
す
べ
き
で
あ
る
。

（
反
対
）

柿
沼　

守　

議
員　

町
民
か
ら
選
ば
れ
た
議
員
が
公
職
選
挙

法
等
を
犯
し
て
い
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、

政
治
倫
理
基
準
の「
品
位
と
名
誉
を
損
な

う
よ
う
な
一
切
の
行
為
」と
曖
昧
な
事
柄

で
、
２
人
の
議
員
が
請
求
し
て
、
５
人
の

議
員
で
審
査
す
る
。
結
果
報
告
に
よ
り
、

議
長
は
懲
罰
に
準
ず
る
辞
職
勧
告
が
で
き

る「
改
正
」で
あ
る
。

議
員
だ
け
で
審
査
を
し
て
処
分
す
る
。

こ
の
よ
う
な
改
正
は
政
争
の
具
と
な
り
、

少
数
意
見
者
に
は
多
数
の
議
員
に
よ
る
有

形
無
形
の
圧
力
と
な
り
、
議
員
活
動
を
阻

害
さ
れ
、
パ
ワ
ハ
ラ
と
な
り
、
活
動
の
萎

縮
が
考
え
ら
れ
る
。

全
議
員
一
致
で
議
決
さ
れ
る
条
例
改
正

を
求
め
て
反
対
す
る
。

（
賛
成
）

黒
川　

広　

議
員　

賛
成
の
立
場
か
ら
意
見
を
申
し
上
げ
る
。

審
査
会
の
委
員
は
、
牽
制
機
能
が
十
分

に
働
く
仕
組
み
を
担
保
す
る
た
め
、
議
長

が
選
任
す
る
仕
組
み
に
す
る
こ
と
は
妥
当

で
あ
り
、
ま
た
そ
の
委
員
は
、
自
浄
機
能

の
発
揮
を
前
提
と
す
る
た
め
、
議
長
が
指

名
す
る
５
名
の
議
員
に
よ
る
構
成
で
よ
い

と
考
え
る
。

審
査
の
請
求
は
、
町
民
１
０
０
名
以
上

の
連
署
に
加
え
、
議
員
２
名
以
上
の
連
署

を
も
っ
て
請
求
す
る
こ
と
を
認
め
る
見
直

し
で
あ
る
が
、
議
会
・
議
員
の
姿
勢
を
示

す
こ
と
も
必
要
と
理
解
す
る
の
で
、
適
切

な
見
直
し
と
認
め
る
。
証
す
る
書
面
の
添

付
は
、
不
要
と
考
え
る
。

（
反
対
）

宮
﨑
美
知
子　

議
員　

議
員
が
議
員
を
告
発
し
議
員
が
裁
く

「
改
正
」だ
が
、
意
図
を
持
っ
た
多
数
グ

ル
ー
プ
に
よ
る
仕
掛
け
づ
く
り
と
思
え
る
。

一
町
民
の
意
見
書
を
も
と
に
特
別
委
員

会
を
設
置
し
、
答
申
を
議
決
。
そ
の
答
申

通
り
に
行
動
し
て
い
な
い
と
の
理
由
で
議

員
辞
職
勧
告
を
出
し
続
け
た
野
木
町
議
会
。

そ
の
よ
う
な
議
会
で
の
条
例
改
正
は
危
険
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野
木
町
議
会
傍
聴
規
則
の
一
部

改
正

「
標
準
」町
村
議
会
会
議
規
則
の
改
正
に

伴
い
、
改
正
規
則
と
の
整
合
を
図
る
た
め
、

本
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
。

定
に
つ
い
て
は
、
議
会
運
営
委
員
会
で
の

検
討
結
果
を
、
議
会
運
営
委
員
長
よ
り
議

会
全
員
協
議
会
で
報
告
を
行
い
、
賛
同
を

得
て
提
出
と
な
っ
て
い
る
。

議
会
全
員
協
議
会
で
異
論
は
出
さ
ず
に

本
会
議
で
反
対
す
る
こ
と
は
納
得
で
き
な

い
も
の
で
あ
る
。

議
会
の
正
式
な
ル
ー
ル
に
よ
り
提
出
し

た
も
の
で
あ
り
、
規
則
制
定
に
賛
成
す
る
。

（
賛
成
）

小
杉　

史
朗　

議
員　

か
ね
て
よ
り
、
私
は
選
良
と
し
て
の
立

場
を
優
先
さ
せ
、
自
分
を
厳
し
く
律
し
て

き
た
つ
も
り
で
す
。

特
に
、
議
員
活
動
に
際
し
て
は
、
一
点

の
曇
り
も
許
さ
れ
な
い
と
の
ス
タ
ン
ス
を

貫
き
通
し
た
と
自
負
し
て
お
り
ま
す
。

私
の
こ
の
信
条（
倫
理
観
）と
今
般
の
改

定
理
由
と
が
完
全
に
一
致
し
、
よ
っ
て
私

は
両
手
を
挙
げ
て
賛
同
し
ま
す
。

野
木
町
議
会
会
議
規
則
の
一
部

改
正

「
標
準
」町
村
議
会
会
議
規
則
の
改
正
に

伴
い
、
改
正
規
則
と
の
整
合
を
図
る
た
め
、

本
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
。

極
ま
り
な
い
と
思
う
。

特
別
委
員
会
で
は
、
議
員
発
行
の
活
動

紙
に
つ
い
て
も
多
数
決
で
制
限
す
る
規
定

を
議
決
し
た
が
、「
改
正
」で
制
裁
の
危
険

性
が
高
ま
っ
た
。

「
公
正
で
真
に
開
か
れ
た
議
会
の
実
現
」

と
い
う
提
案
理
由
と
は
真
逆
の
、
非
公
開
、

閉
鎖
的
な
議
会
運
営
が
強
ま
る
の
で
は
な

い
か
。

野
木
町
政
治
倫
理
条
例
施
行
規

則
の
制
定

野
木
町
議
会
議
員
政
治
倫
理
条
例
の
改

正
に
伴
い
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
た
め
、

本
規
則
を
制
定
す
る
。

討

論

（
反
対
）

坂
口　

進
治　

議
員　

政
治
倫
理
条
例
に
反
対
を
し
て
、
施
行

規
則
制
定
に
賛
成
す
る
こ
と
は
、
整
合
性

が
合
わ
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。

次
の
理
由
に
よ
り
反
対
を
し
ま
す
。

①
第
２
条（
町
が
関
係
す
る
団
体
）で
、
そ

の
他
の
公
益
法
人
及
び
、
一
部
事
務
組
合

を
条
文
に
書
い
て
い
な
い
こ
と
は
、
条
例

第
10
条
及
び
、
施
行
規
則
第
５
条
と
不
整

合
で
す
。

②
第
３
条（
審
査
会
）で「
会
長
は
、
必
要

に
応
じ
専
門
知
識
を
有
す
る
者
か
ら
意
見

を
聴
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
」と
あ
る
が
、

専
門
職
の
具
体
的
な
こ
と
と
報
酬
の
規
定

が
記
載
し
て
い
な
い
こ
と
。

（
反
対
）

柿
沼　

守　

議
員　

議
案
第
30
号
の
野
木
町
議
会
議
員
政
治

倫
理
条
例
の
全
部
改
正
に
伴
う
、「
野
木
町

議
会
政
治
倫
理
条
例
施
行
規
則
の
制
定
」

に
つ
い
て
、
反
対
討
論
を
い
た
し
ま
す
。

元
と
な
る「
野
木
町
議
会
議
員
政
治
倫

理
条
例
の
全
部
改
正
」は
先
ほ
ど
縷る

る々

反

対
討
論
を
し
て
反
対
い
た
し
ま
し
た
。
問

題
の
多
い
野
木
町
議
会
議
員
政
治
倫
理
条

例
で
あ
り
ま
す
。

よ
っ
て
、
野
木
町
議
会
議
員
政
治
倫
理

条
例
の
全
部
改
正
に
伴
う
、「
野
木
町
議
会

議
員
政
治
倫
理
条
例
施
行
規
則
の
制
定
」

に
対
し
、
反
対
い
た
し
ま
す
。

（
賛
成
）

眞
瀬　

薫
正　

議
員　

賛
成
の
立
場
で
申
し
上
げ
る
。

野
木
町
政
治
倫
理
条
例
施
行
規
則
の
制

平
成
31
年
３
月
14
日（
木
）に

野
木
町
立
図
書
館
の
蔵
書
状
況

や
利
用
実
態
等
に
つ
い
て
調
査

し
ま
し
た
。
現
地
視
察
に
よ
り
、

様
々
な
取
り
組
み
を
把
握
す
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

文教民生常任委員会
野木町立図書館を視察しました
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3
月
定
例
会
に
お
け
る
一
般
質
問
の
ペ
ー
ジ
で
す
。

問答

事
業
者
の
意
向
や
消
費
者
ニ
ー
ズ
の
動
向
を
踏
ま
え

な
が
ら
、
商
工
会
等
を
通
じ
て
働
き
か
け
て
い
き
た
い

消
費
税
引
き
上
げ
の
影
響
緩
和
策
と
し
て
の
キ
ャ
ッ

シ
ュ
レ
ス
決
済
の
環
境
を
整
え
る
べ
き
と
考
え
る
が

黒川　広　議員

平
成
31
年
度
の
予

算
編
成
案
に
つ
い

て
知
事
は
、
県
版
地
方

創
生
戦
略
で
あ
る「
と
ち

ぎ
創
生
１
５（
い
ち
ご
）」

の
最
終
年
度
を
迎
え
る

と
し
て
、
戦
略
の
総
仕

上
げ
を
図
る
と
発
表
し

て
い
る
。
し
か
し
、
我

が
町
の
施
政
方
針
で
は
、

第
８
次
野
木
町
総
合
計

画
前
期
計
画
に
は
触
れ

て
い
る
も
の
の
、
現
在

推
進
し
て
い
る
野
木
町

総
合
戦
略
に
つ
い
て
、

全
く
触
れ
ら
れ
て
い
な

い
。

　

つ
い
て
は
、
野
木
町

総
合
戦
略
と
こ
の
前
期

計
画
と
の
関
連
は
ど
う

な
っ
て
い
る
の
か
伺
う
。

消
費
税
引
き
上
げ

に
よ
る
影
響
緩
和

策
と
し
て
プ
レ
ミ
ア
ム

商
品
券
補
助
事
業
を
取

り
上
げ
て
い
る
が
、
こ

の
他
に
も
国
で
は
、
緩

和
策
と
し
て
キ
ャ
ッ
シ

ュ
レ
ス
決
済
に
ポ
イ
ン

ト
を
還
元
す
る
こ
と
を

検
討
し
て
い
る
。
地
元

の
中
小
小
売
店
で
の
ク

レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
や
ス

マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の
QR
コ

ー
ド
な
ど
の
環
境
を
、

ど
の
よ
う
に
整
え
て
い

く
考
え
か
伺
う
。

国
で
は
、
31
年
度

に
中
、
小
規
模
事

業
者
の
決
済
端
末
の
導

入
費
用
の
全
額
補
助
、

そ
れ
と
手
数
料
の
一
部

を
補
助
す
る
仕
組
み
、

ま
た
取
り
扱
い
店
舗
に

つ
い
て
５
％
を
消
費
者

に
還
元
す
る
事
業
を
実

施
す
る
と
聞
い
て
い
る
。

ど
う
い
う
決
済
方
式
が

い
い
の
か
は
事
業
者
が

選
択
す
る
わ
け
で
あ
り
、

消
費
者
側
の
ニ
ー
ズ
も

あ
る
の
で
、
そ
れ
ら
の

動
向
を
踏
ま
え
な
が
ら
、

町
と
し
て
は
、
商
工
会

等
を
通
じ
て
働
き
か
け

て
い
き
た
い
。

そ
の
際
は
是
非
、

情
報
発
信
に
止
ま

ら
ず
、
行
政
の
方
が
一

緒
に
な
っ
て
考
え
て
い

っ
て
も
ら
い
た
い
。

　

次
に
、
国
で
は
外
国

人
労
働
者
の
受
け
入
れ

に
向
け
た
法
整
備
を
議

論
し
て
い
る
が
、
町
と

し
て
受
け
入
れ
に
対
す

る
体
制
整
備
は
必
要
と

考
え
る
が
、
現
状
は
ど

う
か
。ア

ン
ケ
ー
ト
は
事

業
所
に
対
す
る
質

問
で
あ
っ
た
の
で
、
確

保
で
き
る
と
回
答
し
た

も
の
で
あ
る
。
日
常
生

活
に
対
す
る
懸
念
に
つ

い
て
は
、
す
で
に
働
い

て
い
る
外
国
人
の
方

（
約
３
６
０
人
程
度
）も

お
り
、
国
際
交
流
会
等

と
連
携
し
て
支
援
し
て

い
る
経
験
も
あ
る
こ
と

か
ら
、
対
応
で
き
る
と

考
え
る
が
、
国
の
方
針

が
示
さ
れ
た
ら
、
更
に

工
夫
し
た
い
。

施
政
方
針
で
は
、

総
合
戦
略
の
４
つ

の
基
本
目
標
に
沿
っ
た

形
で
施
策
を
掲
げ
て
い

る
。
総
合
計
画
の
重
点

施
策
は
、
総
合
戦
略
の

事
業
と
整
合
性
を
図
り

な
が
ら
、
町
の
現
在
取

り
組
ん
で
い
る
総
合
戦

略
の
各
事
業
と
し
て
推

進
し
て
い
る
。

消費税引き上げ緩和策の
キャッシュレス決済

質 問 事 項
◎施政方針について
・町政運営の基本方針について
・平成31年度の重点施策について
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議
員
が
町
政
に
関
す
る
質
問
を
し
て
い
ま
す
。

問答

高
齢
化
の
対
策
等
野
木
町
の
特
異
性
も
あ
る
の
で

経
常
経
費
を
抑
え
て
い
く
必
要
が
あ
る

労
働
人
口
が
減
っ
て
町
民
税
の
落
ち
込
み
が
考
え
ら

れ
る
が
町
の
対
応
策
に
つ
い
て
伺
う

眞瀬　薫正　議員

予
算
を
ス
リ
ム
化

し
て
見
直
す
こ
と

を
全
分
野
に
わ
た
り
行

っ
た
が
、
何
を
基
準
と

し
て
見
直
し
た
の
か
伺

う
。

大
幅
な
税
収
増
は

見
込
め
ず
、
又
、

歳
出
で
は
、
消
費
税
の

引
き
上
げ
や
社
会
保
障

関
連
経
費
の
増
額
の
見

込
み
も
あ
る
。

　

一
律
の
削
減
目
標
を

定
め
事
業
の
縮
小
や
休

止
な
ど
の
判
断
を
し
た
。

歳
入
増
の
工
夫
に

努
め
る
と
あ
る
が

ど
ん
な
工
夫
を
し
た
の

か
伺
う
。

工
業
団
地
の
開
発

や
、
移
住
・
定
住

策
を
積
極
的
に
推
進
し

た
。
そ
の
効
果
を
見
込

ん
で
町
税
で
0.1
％
の
増

収
と
し
た
。　
　
　
　

　

ま
た
、
ふ
る
さ
と
納

税
に
つ
い
て
も
、
特
産

品
の
Ｐ
Ｒ
を
進
め
返
礼

品
を
充
実
さ
せ
た
。
消

費
税
の
引
き
上
げ
も
あ

り
町
の
施
設
の
使
用
料

な
ど
に
つ
い
て
見
直
す

た
め
、
内
部
の
検
討
委

員
会
を
立
ち
上
げ
た
。

歳
入
増
に
つ
な
が
る
施

策
に
つ
い
て
研
究
、
工

夫
を
し
て
い
き
た
い
。

各
施
策
を
よ
り
正

確
に
町
民
に
広
報

伝
達
す
る
と
あ
る
が
、

時
期
及
び
方
法
に
つ
い

て
伺
う
。

広
報
の
ぎ
や
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
、
又
各

会
議
な
ど
周
知
し
て
き

た
。
町
民
の
知
ら
な
か

っ
た
と
い
う
声
も
聞
こ

え
る
の
で
広
報
に
よ
る

情
報
発
信
に
つ
い
て
は

シ
リ
ー
ズ
化
し
て
詳
し

く
リ
ア
ル
タ
イ
ム
の
情

報
が
提
供
で
き
る
よ
う

工
夫
し
て
い
く
。
ま
た

今
年
度
よ
り
ツ
イ
ッ
タ

ー
や
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク

な
ど
Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
活
用
や

メ
デ
ィ
ア
と
の
連
携
を

図
り
、
適
切
な
時
期
に

タ
イ
ム
リ
ー
に
わ
か
り

や
す
い
内
容
で
お
知
ら

せ
し
、
も
っ
と
工
夫
を

し
て
ま
い
り
た
い
。

予
算
書
を
見
る
と

休
止
や
削
減
さ
れ

た
事
業
が
見
受
け
ら
れ

る
が
今
後
も
こ
う
い
う

状
態
、
傾
向
で
取
り
組

む
の
か
伺
う
。

や
は
り
こ
こ
数
年

間
、
工
業
団
地
の

造
成
の
た
め
、
未
来
の

た
め
の
投
資
が
始
ま
っ

た
ば
か
り
な
の
で
、
企

業
の
進
出
年
度
に
よ
り

税
収
に
も
変
化
が
あ
る

と
思
う
。
経
常
経
費
を

あ
る
程
度
抑
え
て
い
く

必
要
が
あ
る
と
考
え
て

い
る
。

事業廃止となった「さくらまつり」

質 問 事 項

・施政方針について
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3
月
定
例
会
に
お
け
る
一
般
質
問
の
ペ
ー
ジ
で
す
。

問答

町
内
で
飼
育
さ
れ
て
い
る
豚
は
埼
玉
県
に
出
荷
さ
れ

て
お
り
、
町
で
の
消
費
は
確
認
で
き
な
い

町
内
で
飼
育
さ
れ
て
い
る
豚
肉
の
地
産
地
消
が
悪
臭

対
策
解
決
の
糸
口
に
な
る
の
で
は

坂口　進治　議員

農
村
地
域
化
を
目

指
し
た
具
体
的
な

施
策
と
、
こ
こ
３
年
間

の
実
績
に
つ
い
て
伺
い

ま
す
。農

業
基
盤
整
備
、

担
い
手
の
育
成
・

確
保
、
法
人
化
、
新
規

就
農
者
の
支
援
、
集
落

営
農
組
合
の
支
援
、
農

地
の
集
積
・
集
約
、
施

設
園
芸
の
機
械
・
器
具

購
入
、
水
稲
作
付
・
種

も
み
代
の
助
成
、
景
観

作
物
等
の
補
助
・
助
成

な
ど
の
取
り
組
み
と
支

援
を
し
て
き
ま
し
た
。

新
規
就
農
者
の
実
績
は
、

５
年
前
と
３
年
前
に
２

名
の
方
が
入
っ
て
き
ま

し
た
。
後
継
者

に
つ
い
て
は
、

９
名
の
方
が
活

躍
し
て
い
ま
す
。

不
耕
作
地

の
現
況
に

つ
い
て
伺
い
ま

す
。

不
耕
作
地

に
は
い
つ

で
も
作
物
を
作

れ
る
農
地
と
、
ま
っ
た

く
作
物
を
作
れ
な
く
な

っ
た
農
地
が
あ
り
ま
す
。

後
者
に
つ
い
て
は
再
生

を
目
的
と
し
た
補
助
事

業
が
あ
り
ま
す
。
面
積

と
し
て
は
11
ｈ
ａ
で
減

少
傾
向
で
す
。

地
域
性
を
生
か
し

て
の
農
業
観
光
展

開
を
す
る
考
え
は
な
い

か
伺
い
ま
す
。

ひ
ま
わ
り
フ
ェ
ス

テ
ィ
バ
ル
も
、
農

業
観
光
の
イ
ベ
ン
ト
で

す
。　
　
　
　
　
　
　

　

農
業
観
光
事
業
の
展

開
と
し
て
6
次
産
業
化

の
推
進
や
、
地
域
資
源

の
活
用
に
つ
い
て
研
究

し
て
い
き
ま
す
。　
　

　

市
民
農
園
を
活
用
し

て
、
ま
た
グ
リ
ー
ン
ツ

ー
リ
ズ
ム
に
お
い
て
農

業
体
験
を
実
施
し
て
い

ま
す
。
今
後
も
体
験
事

業
を
進
め
移
住
定
住
促

進
に
つ
な
が
れ
ば
と
思

い
ま
す
。

農
業
観
光
で
の
町

お
こ
し
の
例
で
、

徳
島
県
の
上
勝
町
の
葉

っ
ぱ
ビ
ジ
ネ
ス
が
脚
光

を
浴
び
て
い
る
が
野
木

町
に
で
き
る
施
策
は
。

10
何
年
前
か
ら
や

っ
て
い
る
こ
と
は

承
知
し
て
い
ま
す
。
農

協
の
方
が
地
元
を
何
と

か
し
よ
う
と
い
う
こ
と

で
、
今
成
功
し
て
い
る

事
は
聞
い
て
い
ま
す
。

　

農
業
に
つ
い
て
は
基

幹
産
業
と
捉
え
て
お
り
、

さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら

支
援
、
拡
大
の
施
策
を

展
開
し
て
い
る
と
こ
ろ

で
す
。こ

こ
5
年
間
の
地

産
地
消
の
拡
大
と

野
木
町
ブ
ラ
ン
ド
の
開

発
実
績
に
つ
い
て
伺
い

ま
す
。第

2
期
野
木
町
地

産
地
消
食
育
推
進

計
画
に
基
づ
き
、
農
産

物
の
生
産
、
消
費
に
関

す
る
理
解
や
、
町
農
産

物
の
積
極
的
な
活
用
、

消
費
拡
大
に
取
り
組
ん

で
い
ま
す
。　
　
　
　

　

学
校
給
食
に
お
い
て

米
や
、
野
菜
な
ど
地
元

産
品
を
取
り
入
れ
て
い

ま
す
。　
　
　
　
　
　

　

野
木
町
ブ
ラ
ン
ド
の

開
発
実
績
に
つ
い
て
は
、

現
在
15
品
目
で
す
。

質 問 事 項
・野木町の農業施策について

市民農園の風景
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議
員
が
町
政
に
関
す
る
質
問
を
し
て
い
ま
す
。

問答

開
通
予
定
は
２
０
２
０
年
度
と
し
て
い
る

新
４
号
ア
ク
セ
ス
道
路
の
開
通
は
い
つ
に
な
る
の
か

舘野　孝良　議員

新
４
号
ア
ク
セ
ス

道
路
整
備
の
進
捗

状
況
が
見
え
て
き
た
が
、

開
通
は
い
つ
に
な
る
の

か
。

２
０
１
８
年
度
末

で
用
地
取
得
率
は

約
95
％
、
工
事
全
体
の

進
捗
率
は
約
66
％
を
見

込
ん
で
い
る
。
開
通
予

定
は
２
０
２
０
年
度
と

し
て
い
る
。

都
市
計
画
道
路

３
・
４
・
７
小
山
・

野
木
線
の
開
通
は
い
つ

に
な
る
の
か
。

こ
の
道
路
は
栃

木
県
が
事
業
化

し
、
順
調
に
整
備
が

進
ん
で
い
る
。
県
で

は
２
０
２
６
年
度
完

成
を
目
指
し
て
い
る
。

県
に
よ
る
と
こ
の
３
月

に
、
南
側
の
丸
林
か
ら

潤
島
の
町
道
１
級
幹
線

５
号
線
ま
で
の
区
間
、

約
４
０
０
ｍ
の
道
路
改

良
工
事
を
発
注
す
る
。

　

用
地
に
つ
い
て
は
町

区
間
1.7
㎞
の
う
ち
、
0.8

㎞
区
間
の
買
収
が
完
了

し
て
い
る
。

県
道
２
９
４
号
東

野
田
・
古
河
線
の

付
け
替
え
は
考
え
て
い

る
の
か
。

県
・
市
・
町
の
関

係
部
署
で
構
成
さ

れ
た
検
討
会
議
を
行
っ

て
い
る
。
付
け
替
え
案

と
し
て
町
道
川
田
29
号

線
と
１
級
幹
線
10
号
線

を
通
る
ル
ー
ト
を
考
え

て
い
る
。
小
山
市
側
は

市
道
34
号
線
を
東
へ
向

か
い
、
県
道
に
合
流
す

る
案
な
ど
を
検
討
し
協

議
し
て
い
る
。

私
は
違
う
案
を
考

え
て
い
る
。　
　

　

佐
川
野
五
差
路
か

ら
運
動
公
園
、
野
木

東
工
業
団
地
を
通
り
、

２
９
４
号
の
未
整
備

用
地
へ
右
折
し
、
行

き
止
ま
り
地
点
か
ら

５
０
０
ｍ
ほ
ど
、
水
田

部
分
を
北
上
し
、
川
田

31
号
線
を
経
由
す
る
ル

ー
ト
で
あ
る
。
そ
の
先

は
１
級
幹
線
10
号
線
か

ら
市
道
34
号
へ
続
き
ま

す
。
川
田
29
号
線
を
通

る
ル
ー
ト
は
人
家
が
近

い
し
カ
ー
ブ
が
き
つ
い

の
で
地
元
と
し
て
も
賛

成
し
か
ね
る
。
こ
の
案

は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

残
地
が
あ
る
こ
と

は
理
解
し
て
い
る
。

県
・
市
・
町
３
者
の
連

携
も
必
要
だ
。
そ
の
よ

う
な
提
案
が
あ
っ
た
と

い
う
形
で
受
け
た
い
。

道
路
整
備
は
計
画

し
て
か
ら
、
実
際

に
開
通
す
る
ま
で
か
な

り
の
時
間
が
か
か
る
。

他
自
治
体
と
の
協
議
も

必
要
な
の
で
、
計
画
だ

け
は
し
っ
か
り
と
立
て

て
い
た
だ
き
た
い
。

検
討
す
る
。

2020 年度開通予定の
新 4 号アクセス道路整備状況

質 問 事 項

・道路計画と整備について
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3
月
定
例
会
に
お
け
る
一
般
質
問
の
ペ
ー
ジ
で
す
。

問答

戸
籍
謄
本
や
抄
本
の
コ
ン
ビ
ニ
交
付
に
つ
い
て
は
、

費
用
が
多
額
と
な
る
た
め
考
え
て
い
ま
せ
ん

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
に
係
る
年
間
費
用
と
今
後

の
コ
ン
ビ
ニ
交
付
に
つ
い
て
伺
う

野本　新一　議員

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
シ

ス
テ
ム
構
築
費
な

ど
の
初
期
費
用
、
年
間

契
約
料
、
年
間
維
持
管

理
費
等
に
つ
い
て
お
聞

き
し
ま
す
。

平
成
26
年
度
か
ら

29
年
度
ま
で
の
4

年
間
で
は
、
シ
ス
テ
ム
改

修
費
約
３
４
１
５
万
円
、

中
間
サ
ー
バ
ー
負
担
金

約
１
０
６
０
万
円
、
番

号
カ
ー
ド
等
交
付
事
務

負
担
金
約
１
３
２
８
万

円
及
び
事
務
費
約

１
２
０
万
円
で
、
総
事

業
費
は
約
５
９
２
３
万

円
で
す
。
国
庫
補
助
金

約
４
９
０
４
万
円
が
あ

て
ら
れ
て
い
ま
す
。

い
つ
ま
で
も
国
庫

補
助
金
が
続
か
な

い
と
な
る
と
、
や
が
て

は
自
治
体
の
大
き
な
負

担
に
な
っ
て
い
く
と
思

い
ま
す
が
。

こ
こ
数
年
の
根
幹

に
係
る
部
分
の
改

修
は
、
10
分
の
10
の
国

庫
補
助
が
出
て
い
る
の

が
現
状
で
す
。　
　
　

　

今
後
、
医
療
保
険
証

に
も
使
え
る
形
に
な
る

こ
と
に
つ
い
て
は
、
当

然
10
分
の
10
の
国
庫
補

助
が
出
さ
れ
る
と
踏
ん

で
い
ま
す
。

今
後
、
コ
ン
ビ
ニ

交
付
を
戸
籍
謄
本

や
抄
本
に
も
広
げ
て
い

く
考
え
は
あ
り
ま
す
か
。

野
木
町
に
お
い
て

は
、
戸
籍
シ
ス
テ

ム
と
住
民
基
本
台
帳
の

シ
ス
テ
ム
が
異
な
っ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
シ
ス

テ
ム
の
調
整
が
必
要
と

な
り
ま
す
。　
　
　
　

　

そ
の
費
用
が
多
額
と

な
る
た
め
、
今
の
と
こ

ろ
、
戸
籍
謄
本
の
交
付

に
つ
い
て
は
考
え
て
お

り
ま
せ
ん
。

野
木
町
の
サ
ポ
ー

ト
セ
ン
タ
ー
ひ
ま

わ
り
館
と
の
連
携
に
つ

い
て
お
聞
き
し
ま
す
。

町
総
合
サ
ポ
ー
ト

セ
ン
タ
ー
ひ
ま
わ

り
館
は
、
い
ろ
い
ろ
な

総
合
相
談
の
ワ
ン
ス
ト

ッ
プ
の
窓
口
で
あ
り
、

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

を
ひ
ま
わ
り
館
で
利
用

す
る
機
会
が
あ
る
の
か

と
い
う
形
に
な
り
ま
す

と
、
現
時
点
で
そ
こ
ま

で
は
考
え
て
は
お
り
ま

せ
ん
。
シ
ス
テ
ム
構
築

は
、
た
ぶ
ん
単
独
で
や

ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
の
で
、
従
来
の
基
本

情
報
で
突
合
せ
等
を
か

け
な
が
ら
住
民
サ
ー
ビ

ス
を
し
て
い
き
た
い
と

考
え
て
い
ま
す
。

質 問 事 項
・マイナンバーカードについて
・第５次野木町行政改革大綱におけ
る「実施計画進行管理」について

現在設置されている自動交付機
（マイナンバーカード使用可）
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特 集「予 算 審 議」
 3月定例会の予算決算常任委員会において、平成31年度の各会計に関する予算

審議を行いました。

予算決算常任委員会を設置してから初となる、委員会での予算の審議は延べ4日
間で、3日間にわたる各課単位の概要説明と質疑応答を行った後、最終日には総括
質疑、予算の可決に関する賛否の意見集約、委員会審議結果の表決を行いました。
主な質疑を紹介いたします。

○各課への個別質疑
【一般会計】
未来開発課

　企業誘致用地取得奨励金を拠出してまでも、企
業誘致は町の利益になるのか。
　企業誘致がなければ、農地での固定資産税しか
入らない。企業誘致により即時というわけではな
いが、多くの税収が期待できる。今後、町が継続
していくにあたり、重要な施策である。
生活環境課

　年間草刈受託事業は、土地所有者からの依頼で
町が対応するのであれば、一般財源での計上では
なく、単価を10円上げて受益者負担でやるべき
ではないか。
　現在の110円は要綱で決まっており、今後改正
し単価を上げることも検討する。

【国民健康保険特別会計】
住民課

　県が各市町村に負担をかけるときに、健康診断
の受診率等の改善が行なわれると、負担が軽減さ
れるものがあったと思うがどういうものか。
　保険者努力支援制度が新しく設けられ、健康診
断受診率向上など、様々な項目において点数化さ
れ、点数の多い自治体には支援がある。

【農業集落排水事業特別会計】
上下水道課

　平成31年度事業で接続戸数はどれくらいにな
るのか。
　佐川野・川西地区とも配管は済んでおり、接続
戸数は85.7％である。

【公共下水道事業特別会計】
上下水道課

　公営企業会計システムに、これほど予算を付け
る必要はあるのか。

　水道、下水道、農業集落排水、図面等一括して
固定資産評価システムを３事業に組み入れたもの
で、現在の紙ベースの図面、管路図等全て電子化
するために必要な予算である。

○総括質疑
　補助金の削減について、どのような考えに基づ
いて行なったのか。
　各種団体の運営費補助については、事業報告書
や決算書の中身を精査した。事業費に関しては、
実行委員会等で事業内容の見直しを行い、大幅な
削減となっている。
　町は施策を実行することに主眼を置き、実際の
効果について重視していないように見受けられる
が。
　財源の確保には限りがあり、重要施策に焦点を
あてる必要がある。町民サービスが低下しないよ
うに、工夫して予算を組んでいる。
　国の指標で水道事業の完全民営化となっている
が野木町の現況は。
　野木町の水道事業については健全な状態であり、
民営化については考えていない。

委員会審議結果
表決を行った結果、11対1で「可決すべき」と決し

ました。
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各 議 案 に 対 す る 賛 否 （議長を除く）

（賛否の分かれた案件のみ記載しています。他の案件は全員賛成で可決されました。）

議　員

議案等

宮
﨑
美
知
子

眞
瀬　
薫
正

小
杉　
史
朗

舘
野　
孝
良

長
澤　
晴
男

柿
沼　
　
守

坂
口　
進
治

黒
川　
　
広

折
原　
勝
夫

野
本　
新
一

松
本　
光
司

針
谷　
武
夫

小
泉　
良
一

賛　
　
成

反　
　
対

採
決
結
果

平成３1 年 3 月定例会
野木町在宅ねたきり老人及び認知症である老人介護手当
支給条例の一部改正 × ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10 3 可決

野木町特定疾患患者介護手当支給条例の一部改正 × ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 11 2 可決

平成３０年度野木町水道事業会計補正予算（第２号） ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 1 可決

平成３１年度野木町一般会計予算 × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 11 1 可決

野木町議会議員政治倫理条例の全部改正 × ○ ○ ○ × × × ○ ○ × ○ ○ ○ 8 5 可決

野木町議会議員政治倫理条例施行規則の制定 × ○ ○ ○ × × × ○ ○ × ○ ○ ○ 8 5 可決
国に対し「消費税増税中止を求める意見書」の提出を求め
る陳情書 ○ × × × × × ○ × × × × × 2 10 不採択

※表内の○は賛成、×は反対、△は離席による採決不参加、－は除斥、 は欠席

主 な 議 会 ス ケ ジ ュ ー ル

　５月〜６月の活動予定　
 5月 7日 交通安全早朝街頭啓発活動
 10日 令和元年第３回野木町議会臨時会
 15日 議会全員協議会
 24日 議会全員協議会
 6月 3日 交通安全早朝街頭啓発活動
 6日 令和元年第４回野木町議会定例会

（会期未定）

※活動予定は編集時現在の日程を記載しておりま
すので、変更・追加されることがあります。

　３月〜４月の活動記録　
 ３月 4日 交通安全早朝街頭啓発活動
     5日 平成３１年第２回野木町議会定例会

（～ 18日）
 9日 中学校卒業式
 19日 小学校卒業式
 23日 野木町総合サポートセンターひまわり館内覧会
 4月 1日 野木町総合サポートセンターひまわり館開所式
 　2日 交通安全早朝街頭啓発活動
 　8日 中学校入学式
 　9日 小学校入学式
 12日 議会全員協議会
 26日 議員全員懇談会

＊ 編 集 後 記 ＊
この２年間「手にとってもらえる」「読んでもら

える」「親しみを持ってもらえる」「町民の皆様と 
議会との架け橋となる一冊を作りたい」を基本コ
ンセプトとして、表紙・紙面の刷新、特集やシリー
ズの掲載など工夫を凝らして参りました。

町民の皆様には、私たちの思いが伝わりまし
たでしょうか。

ご理解いただけたら幸いです。
今号をもって、私たちの編集は終了いたしま

すが、次号からは、新しいメンバーによる「令和」 
の議会だよりがスタートいたします。

新たな時代の「議会だより」に期待しつつ、筆
を置きたいと思います。 

２年間ご愛読ありがとうございました。 
議会だより編集委員長　折原　勝夫　

《編集発行　議会だより編集委員会》
委 員 長　折原　勝夫　　副委員長　野本　新一
委　　員　宮﨑美知子　　委　　員　坂口　進治
委　　員　松本　光司　　　　　　　　　　　　

〒 329-0195 栃木県下都賀郡野木町丸林 571
TEL 0280-57-4106　FAX 0280-57-4190
E-mail：gikaijimukyoku@town.nogi.lg.jp


